
新座市告示第３４７号

指定事業者によって提供されるサービスに要する費用の額（令和３年新座市告

示第１３６号）の一部を次のように改正し、令和４年１０月１日から適用する。

令和４年９月３０日

新座市長 並 木 傑

指定事業者等によって提供されるサービスに要する費用の額

１ 指定事業者によって提供されるサービス（介護予防訪問介護相当サービス、

訪問型サービスＡ、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスＡをい

う。）及び地域包括支援センターによって提供される介護予防ケアマネジメン

トに要する費用の額は、次項に規定する１単位の単価に、それぞれ別表第１か

ら別表第３までに定める単位数を乗じて算定するものとする。

２ １単位の単価は、１０円に次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。

介護予防訪問介護相当サービス １０００分の１０７０

訪問型サービスＡ １０００分の１０７０

介護予防通所介護相当サービス １０００分の１０４５

通所型サービスＡ １０００分の１０４５

介護予防ケアマネジメント １０００分の１０７０

３ 前２項の規定により算定した指定事業者によって提供されるサービスの費用

の額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

４ 第１項に規定する費用の算定に当たっては、以下に掲げる他は、平成３０年

度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）、指定介護予防支援に要する費用

の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２９号）及び指定介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について（平成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第

０３１７００１号・老老発第０３１７００１号、厚生労働省老健局計画・振

興・老人保健課長連名通知）に準じるものとする。

別表第１

１ 介護予防訪問介護相当サービス費



訪問型サービス費Ⅰ １，１７６単位

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問）

訪問型サービス費Ⅱ ２，３４９単位

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問）

訪問型サービス費Ⅲ ３，７２７単位

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問）

２ 初回加算 ２００単位（１月につき）

３ 生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算Ⅰ １００単位（１月につき）

生活機能向上連携加算Ⅱ ２００単位（１月につき）

４ 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ ＋所定単位数×１３７／１０００

介護職員処遇改善加算Ⅱ ＋所定単位数×１００／１０００

介護職員処遇改善加算Ⅲ ＋所定単位数×５５／１０００

５ 介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ＋所定単位数×６３／１０００

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ＋所定単位数×４２／１０００

６ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ＋所定単位数×２４／１０００

注１ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月におい

て１から５を算定しない。

注２ ３の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の訪問介護におけ

る生活機能向上連携加算に準じる。

注３ １について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者

２０人以上にサービス提供を行う場合は、所定単位数に９０／１００を乗じ

る。また、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入する。な

お、建物の範囲については、令和３年度介護報酬改定後の訪問介護における

取扱いに準じる。

注４ １について、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に１５／１００

を乗じた単位を足す。

注５ １について、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、

所定単位数に１０／１００を乗じた単位を足す。

注６ １について、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場

合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を足す。

注７ ４から６について、所定単位数は１から３までにより算定した単位数の合



計。

注８ 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に

居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定

処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の

対象外の算定項目である。

１ 訪問型サービスＡ費

訪問型サービス費Ⅰａ ７９４単位

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問で所要時間

２０分以上４５分未満である場合）

訪問型サービス費Ⅰｂ ９７７単位

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問で所要時間

４５分以上である場合）

訪問型サービス費Ⅱａ １，５８８単位

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問で所要時間

２０分以上４５分未満である場合）

訪問型サービス費Ⅱｂ １，９５３単位

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問で所要時間

４５分以上である場合）

２ 初回加算 ２００単位（１月につき）

３ 生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算Ⅰ １００単位（１月につき）

生活機能向上連携加算Ⅱ ２００単位（１月につき）

注１ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月におい

て１から３を算定しない。

注２ ３の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の訪問介護におけ

る生活機能向上連携加算に準じる。

注３ １について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者

２０人以上にサービス提供を行う場合は、所定単位数に９０／１００を乗じ

る。また、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入する。な

お、建物の範囲については、令和３年度介護報酬改定後の訪問介護における

取扱いに準じる。

注４ １について、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に１５／１００

を乗じた単位を足す。

注５ １について、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、



所定単位数に１０／１００を乗じた単位を足す。

注６ １について、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場

合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を足す。

注７ 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等

に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

である。

注８ 従事者のうち、市が定める研修を修了した者が指定訪問型サービスＡを行

う場合は、当該事業者において最低２回以上の同行訪問を行うこと。

別表第２

１ 介護予防通所介護相当サービス費

通所型サービス費Ⅰ １，６７２単位

（事業対象者・要支援１ １月につき）

通所型サービス費Ⅱ １，７１４単位

（事業対象者・要支援２、かつ、週１回程度の通い １月につき）

通所型サービス費Ⅲ ３，４２８単位

（事業対象者・要支援２、かつ、週２回を超える程度の通い １月につき）

２ 生活機能向上グループ活動加算 １００単位（１月につき）

３ 運動器機能向上加算 ２２５単位（１月につき）

４ 栄養アセスメント加算 ５０単位（１月につき）

５ 栄養改善加算 ２００単位（１月につき）

６ 口腔機能向上加算

⑴ 口腔機能向上加算Ⅰ １５０単位（１月につき）

⑵ 口腔機能向上加算Ⅱ １６０単位（１月につき）

７ 選択的サービス複数実施加算

選択的サービス複数実施加算Ⅰ

ア 運動器機能向上及び栄養改善 ４８０単位（１月につき）

イ 運動器機能向上及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき）

ウ 栄養改善及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき）

選択的サービス複数実施加算Ⅱ

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 ７００単位（１月につき）

８ 事業所評価加算 １２０単位（１月につき）

９ サービス提供体制強化加算

⑴ サービス提供体制強化加算Ⅰ

事業対象者・要支援１ ８８単位（１月につき）



事業対象者・要支援２［週１回程度必要］ ８８単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度を超える利用が必要］ １７６単位

（１月につき）

⑵ サービス提供体制強化加算Ⅱ

事業対象者・要支援１ ７２単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度必要］ ７２単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度を超える利用が必要］ １４４単位

（１月につき）

サービス提供体制強化加算Ⅲ

事業対象者・要支援１ ２４単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度必要］ ２４単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度を超える利用が必要］ ４８単位

（１月につき）

１０ 生活機能向上連携加算

⑴ 生活機能向上連携加算Ⅰ １００単位（１月につき）

⑵ 生活機能向上連携加算Ⅱ ２００単位（１月につき）

※ ⑴は３月に１回を限度とする。また、運動器機能向上加算を算定している

場合には、⑴は算定せず、⑵は１月につき１００単位を足す。

１１ 口腔・栄養スクリーニング加算

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ２０単位（１回につき）

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ ５単位（１回につき）

※ ６月に１回を限度とする

１２ 科学的介護推進体制加算 ４０単位（１月につき）

１３ 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ ＋所定単位数×５９／１０００

介護職員処遇改善加算Ⅱ ＋所定単位数×４３／１０００

介護職員処遇改善加算Ⅲ ＋所定単位数×２３／１０００

１４ 介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ＋所定単位数×１２／１０００

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ＋所定単位数×１０／１０００

１５ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ＋所定単位数×１１／１０００

注１ １について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に７０／

１００を乗じる。

注２ １について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数



に７０／１００を乗じる。

注３ １について、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する

場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を足す。

注４ １について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数

に１月につき２４０単位を足す。

注５ １について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者

に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

及び ３７６単位

７５２単位

注６ ２、３における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有す

る機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事

した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注７ ４の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護におけ

る栄養アセスメント加算の取扱いに準じる。

注８ ５の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護におけ

る栄養改善加算の取扱いに準じる。

注９ １０の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護にお

ける生活機能向上連携加算の取扱いに準じる。

注１０ １１の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護に

おける口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準じる。

注１１ １２の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護に

おける科学的介護推進体制加算の取扱いに準じる。

注１２ １３から１５について、所定単位は１から１２までによる算定した単位

数の合計。

注１３ 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サ

ービスを行う場合、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サ

ービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改

善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象

外の算定項目である。

１ 通所型サービスＡ費（１月につき）

通所型サービス費Ⅰａ １，３９４単位

（事業対象者・要支援１ １月につき）

通所型サービス費Ⅱａ １，４２３単位



（事業対象者・要支援２、かつ、週１回程度の通い １月につき）

通所型サービス費Ⅱｂ ２，８４５単位

（事業対象者・要支援２、かつ、週２回を超える程度の通い １月につき）

２ 生活機能向上グループ活動加算 １００単位（１月につき）

３ 運動器機能向上加算 ２２５単位（１月につき）

４ 栄養アセスメント加算 ５０単位（１月につき）

５ 栄養改善加算 ２００単位（１月につき）

６ 口腔機能向上加算

⑴ 口腔機能向上加算Ⅰ １５０単位（１月につき）

⑵ 口腔機能向上加算Ⅱ １６０単位（１月につき）

７ 選択的サービス複数実施加算

選択的サービス複数実施加算Ⅰ

ア 運動器機能向上及び栄養改善 ４８０単位（１月につき）

イ 運動器機能向上及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき）

ウ 栄養改善及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき）

選択的サービス複数実施加算Ⅱ

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 ７００単位（１月につき）

８ 事業所評価加算 １２０単位（１月につき）

９ サービス提供体制強化加算

⑴ サービス提供体制強化加算Ⅰ

事業対象者・要支援１ ８８単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度必要］８８単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度を超える利用が必要］ １７６単位

（１月につき）

⑵ サービス提供体制強化加算Ⅱ

事業対象者・要支援１ ７２単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度必要］ ７２単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度を超える利用が必要］ １４４単位

（１月につき）

サービス提供体制強化加算Ⅲ

事業対象者・要支援１ ２４単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度必要］ ２４単位（１月につき）

事業対象者・要支援２［週１回程度を超える利用が必要］ ４８単位

（１月につき）



１０ 生活機能向上連携加算

⑴ 生活機能向上連携加算Ⅰ １００単位（１月につき）

生活機能向上連携加算Ⅱ ２００単位（１月につき）

※ ⑴は３月に１回を限度とする。また、運動器機能向上加算を算定している

場合には、⑴は算定せず、⑵は１月につき１００単位を足す。

１１ 口腔・栄養スクリーニング加算

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ２０単位（１回につき）

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ ５単位（１回につき）

※ ６月に１回を限度とする。

１２ 科学的介護推進体制加算 ４０単位（１月につき）

注１ １について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に７０／

１００を乗じる。

注２ １について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数

に７０／１００を乗じる。

注３ １について、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する

場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を足す。

注４ １について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数

に１月につき２４０単位を足す。

注５ １について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者

に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

及び ３７６単位

７５２単位

注６ ２、３における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有す

る機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事

した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注７ ４の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護におけ

る栄養アセスメント加算の取扱いに準じる。

注８ ５の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護におけ

る栄養改善加算の取扱いに準じる。

注９ １０の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護にお

ける生活機能向上連携加算の取扱いに準じる。

注１０ １１の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護に

おける口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準じる。



注１１ １２の算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護に

おける科学的介護推進体制加算の取扱いに準じる。

注１２ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及びサービス提供体制

強化加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

別表第３

１ 介護予防ケアマネジメントＡ費 ４３８単位（１月につき）

２ 初回加算 ３００単位（１月につき）

３ 委託連携加算 ３００単位


